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   九州大学法科大学院規則 

平成１６年度九大規則第１２２号                 

制  定：平成１６年 ４月 １日 

最終改正：令和 ６年 ３月２９日 

（令和５年度九大規則第６４号）  

 （趣旨） 

第１条 この規則は、九州大学大学院通則（平成１６年度九大規則第３号。以下「通則」

という。）及び九州大学学位規則（平成１６年度九大規則第８６号）により各学府規

則において定めるように規定されている事項その他法科大学院の教育に関し必要と認

める事項について定めるものとする。 

２ 前項の法科大学院は、法務学府をいう。 

 （教育研究上の目的） 

第１条の２ 本法科大学院は、人間に対する温かい眼差しを持ちつつ、いかなる場面で

も、人や社会の要請に的確に応えることができ、自律した総合的判断を行うことがで

きる能力を身に付けた法律実務家となる人材を組織的に養成する。 

第１条の３ 通則第５２条の２の規定に基づき、法科大学院に教育課程連携協議会を置

く。 

 （教育課程連携協議会の組織） 

第１条の４ 教育課程連携協議会の構成員は、次に掲げる者とする。 

 (1) 本学の教員のうちから総長が指名する者 

 (2) 法科大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う

者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の

実務に関し豊富な経験を有するもの 

 (3) 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者 

 (4) 本学の教員その他の職員以外の者であって、総長が必要と認めるもの 

２ 前項の構成員の過半数は、前項第２号から第４号までの者で構成するものとする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 （教育課程連携協議会の審議事項等） 

第１条の５ 教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、総長に意見を述

べるものとする。 

(1) 産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的

な事項 

(2) 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事

項及びその実施状況の評価に関する事項 

 （入学資格） 

第２条 法科大学院の専門職学位課程に入学することのできる者は、通則第１０条のと

おりとする。 

 （入学者の選抜） 

第３条 入学を志願する者に対する考査は、志望理由書及び成績証明書並びに論文試験、

面接試験その他法科大学院の定める資料を総合して行うものとする。 

２ 入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努め

るものとし、入学者の適性を適確かつ客観的に評価するものとする。 

３ 入学者の選抜に当たっては、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修

した者又は実務等の経験を有する者の占める割合について一定の配慮をするものとす

る。 
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 （学期） 

第４条 学年を分けて次の２学期とする。 

前期 ４月１日から９月３０日まで 

後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

２ 前項に定める各学期の授業期間は、別に定める。 

 （授業の方法等） 

第５条 法科大学院の教育は、授業科目の授業その他の教育課程の履修によって行うも

のとする。 

２ 法科大学院は、前項の授業科目の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該

授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。この場合において、多様な

メディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これに

よって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業につ

いて、行うことができるものとする。 

３ 法科大学院は、第１項の授業科目の授業を外国において履修させることができる。

前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の

場所で履修させる場合についても、同様とする。 

 （授業科目、単位、履修方法及び試験） 

第６条 授業科目及び単位数は、別表第１のとおりとする。 

２ 単位計算の基準は、講義及び演習については１５時間をもって１単位、実習につい

ては３０時間をもって１単位とする。 

３ 第１項に定めるもののほか、臨時に開設する授業科目は、その都度、法科大学院の

教授会（以下「教授会」という。）の議を経て、法科大学院長が別に定める。 

第７条 学生は、法律基本科目群の授業科目６４単位、法律実務基礎科目群の授業科目

のうち必修科目１０単位、法律実務基礎科目群の授業科目のうち選択必修科目から２

単位以上、基礎法学・隣接科目群の授業科目のうちから４単位以上、展開・先端科目

群の授業科目のうちから１２単位以上（Ⅰ群から４単位以上を含む。）並びに科目群

に関係なくそのほかの授業科目のうちから４単位以上を修得しなければならない。 

２ 法科大学院において、教育上有益と認めるときは、他の専攻若しくは大学院基幹教

育若しくは学府又は学部の課程による授業科目及び単位を指定して履修させることが

できる。 

第８条 学生は、履修しようとする授業科目の選定について、担当教員の指示に従うも

のとする。 

２ 学生は、各学期の始めに、履修しようとする授業科目を、法科大学院長に届け出な

ければならない。 

第９条 各授業科目の成績の評価は、その授業担任者が行う。 

２ 各授業科目の単位修得の認定は、法科大学院長が行う。 

３ 前項の認定の方法については、教授会の議を経るものとする。 

第１０条 単位修得の認定のため筆記試験等を行うときは、試験等の期日その他につき、

あらかじめ公示する。 

 （成績） 

第１１条 各授業科目の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＦの５種のいずれかの評語をもっ

てあらわし、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とし、Ｆを不合格とする。 

２ 合格した授業科目については、本学府教授会の議を経て、所定の単位を与える。 

 （成績評価基準等の明示等） 

第１２条 法科大学院長は、学生に対して、授業の方法及び内容、１年間の授業の計画

をあらかじめ明示するものとする。 

２ 学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、学生に対してその基準をあら
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かじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

 （履修科目の登録の上限） 

第１３条 法科大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学

生が１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限を別表第２のとおり

とする。 

 （他の大学院における授業科目の履修等） 

第１４条 法科大学院長は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院において履

修した授業科目について修得した単位を、法科大学院における授業科目の履修により

修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国に

おいて履修する場合について準用する。 

 （法科大学院において修得したものとみなすことのできる単位数の限度） 

第１５条 前条、次条、第１９条第１項及び第２１条第３項の規定により法科大学院に

おいて修得したものとみなすことのできる単位数は、通則第１５条及び第１７条の規

定の転学等の場合を除き、合わせて３３単位を超えないものとする。ただし、認定連

携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有

すると法科大学院が認める者（以下「認定学生」という。）について法科大学院にお

いて修得したものとみなすことのできる単位数は、合わせて４９単位を超えないもの

とする。 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第１６条 法科大学院長は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院に入学する

前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（大学院設置基準（昭和

４９年文部省令第２８号）第１５条の規定により科目等履修生として修得した単位を

含む。）を、法科大学院に入学した後法科大学院における授業科目の履修により修得

したものとみなすことができる。 

 （長期にわたる教育課程の履修） 

第１６条の２ 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定

の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を法科大

学院長に申し出たときは、教授会の議を経て法科大学院長が定めるところにより、そ

の計画的な履修を認めることができる。 

 （修了要件） 

第１７条 法科大学院の専門職学位課程の修了の要件は、専門職学位課程に３年以上在

学し、９６単位以上を修得することとする。 

  （在学期間の短縮） 

第１８条 法科大学院は、第１６条の規定により、法科大学院に入学する前に修得した

単位（学校教育法第６７条第１項の規定により入学資格を有した後、修得したものに

限る。）を法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得に

より法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得

に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で法科大学院が定める期間在学し

たものとみなすことができる。 

 （法学既修者） 

第１９条 法科大学院は、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有す

ると認める者（以下「法学既修者」という。）に関しては、第１７条に規定する在学

期間については１年を超えない範囲で法科大学院が認める期間在学し、同条に規定す

る単位については、法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、

前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて１年とする。 
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３ 第１項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位

は、１年次配当の法律基本科目群の授業科目３２単位とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、認定学生について修得したものとみなすことのできる単

位は、前項の単位のほか、別に定める基礎法学・隣接科目群の授業科目の単位とする。

ただし、前項の単位と合わせて４９単位を超えないものとする。 

 （進級制） 

第２０条 ２年次への進級は、別表第３に掲げる単位数を修得し、かつ、１年次配当の

法律基本科目のグレード・ポイント・アベレージ（以下「ＧＰＡ」という。）が所定

の基準を超えるとともに、共通到達度確認試験において所定の成績を収めた場合に認

める。 

２ ３年次及び法学既修者の次年次への進級は、別表第３に掲げる単位数を修得し、か

つ、２年次配当の法律基本科目、民事裁判実務及び刑事訴訟実務のＧＰＡが１．５以

上である場合に認める。 

３ ＧＰＡは、履修登録した科目の５段階の科目成績を４から０までの点数（グレード

・ポイント。以下「ＧＰ」という。）に置き換えて算出する１単位当たりの科目成績

平均値とし、次の計算式によって計算する。 

 ＧＰＡ＝〔（科目で得たＧＰ）×（科目の単位数）〕の総和／算出対象となる科目の

単位数の総和（小数点第３位以下切捨て） 

４ 成績の評語に対するＧＰは、次のとおりとする。 

(1) Ｓ （９０点～１００点） ＧＰ＝４ 

(2) Ａ （８０点～ ８９点） ＧＰ＝３ 

(3) Ｂ （７０点～ ７９点） ＧＰ＝２ 

(4) Ｃ （６０点～ ６９点） ＧＰ＝１ 

(5) Ｆ （５９点以下）    ＧＰ＝０ 

５ 第１項及び第２項に規定する科目のうち履修登録しなかった科目の成績は、Ｆとし

て取り扱う。 

６ 進級できなかった場合、法律基本科目群の授業科目、民事裁判実務及び刑事訴訟実

務のうち、科目成績Ｓ又はＡをとれなかった科目の単位は、無効とする。 

 （留学） 

第２１条 留学を志望する法科大学院の学生は、書面をもって法科大学院長に願い出て、

その許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第１７条の課程修了の要件としての在学期間に

加えることができる。 

３ 第１４条第１項の規定は、法科大学院の学生が留学する場合について準用する。こ

の場合において、同条中「他の大学院」とあるのは、「外国の大学院」と読み替える

ものとする。 

 （科目等履修生） 

第２２条 科目等履修生として入学を志願できる者は、九州大学科目等履修生等規則（平

成１６年度九大規則第９１号）第２条第２項及び第３項に定めるところによる。 

第２３条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書に履修しようとする授

業科目名を記載し、履歴書及び検定料を添えて、法科大学院長に願い出なければなら

ない。 

２ 法科大学院長は、学生の授業に支障がないときは、前項の願い出があった者につい

て選考の上、学年又は学期の始めに入学を許可することができる。 

第２４条 科目等履修生の履修した授業科目については、試験により所定の単位を与え

る。 

２ 前項の単位の授与については、第９条から第１１条までの規定を準用する。 
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第２５条 法科大学院長は、科目等履修生の修得した単位について、所要の証明書を交

付することができる。 

 （雑則） 

第２６条 この規則その他の規則等に定めるもののほか、法科大学院の校務について必

要な事項は、教授会の議を経て、法科大学院長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年度九大規則第２１６号） 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年度九大規則第７７号） 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年度九大規則第１４６号） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の九州大学法科大学院規則第６条第１項、第７条第１項及び別表第１の規定

は、平成１９年４月１日以降に本法科大学院に入学する者から適用し、平成１９年３

月３１日に本法科大学院に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者について

は、なお従前の例による。 

   附 則（平成１９年度九大規則第４１号） 

 この規則は、平成１９年１２月２６日から施行する。 

   附 則（平成１９年度九大規則第９４号） 

 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年度九大規則第４号） 

 この規則は、平成２０年４月１７日から施行する。 

   附 則（平成２０年度九大規則第９０号） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則別表１の規定は、平成２１年度に

本学府に入学した者から適用し、平成２１年３月３１日に本学府に在学し、同年４月

１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２１年度九大規則第９３号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、平成２２年度に本学府に入学

する者から適用し、平成２２年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引

き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２２年度九大規則第１０９号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、平成２３年度に本学府に入学

する者から適用し、平成２３年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引

き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２３年度九大規則第１２８号） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、平成２４年度に本学府に入学

する者から適用し、平成２４年３月３１日に本学府に在学し、同年４月１日以降も引

き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２５年度九大規則第７号） 

１ この規則は、平成２５年５月１７日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、平成２２年度から平成２５年

度までに本法科大学院に入学した者に適用し、平成２２年３月３１日に本法科大学院
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に在学し、平成２６年４月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例

による。 

   附 則（平成２５年度九大規則第１３７号） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則（以下「新規則」という。）は、

平成２６年度に本法科大学院に入学する者から適用し、平成２６年３月３１日に本法

科大学院に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の

例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、新規則のうち長期にわたる教育課程の履修に係る規定は、

平成２６年４月１日に本法科大学院に在学する者に適用する。 

   附 則（平成２６年度九大規則第１６３号） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則第７条第１項、第１５条、第１７

条、第１９条、第２０条、別表第１、別表第２及び別表第３の規定は、平成２７年度

に本法科大学院に入学する者から適用し、平成２７年３月３１日に本法科大学院に在

学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２７年度九大規則第６９号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、平成２８年度に本法科大学院

に入学する者から適用し、平成２８年３月３１日に本法科大学院に在学し、同年４月

１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２８年度九大規則第１２９号） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則別表第１の規定は、平成２９年４

月１日に本法科大学院に入学する者から適用し、平成２９年３月３１日に本法科大学

院に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例によ

る。 

   附 則（平成２９年度九大規則第１２４号） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、平成３０年４月１日に本法科

大学院に入学する者から適用し、平成３０年３月３１日に本法科大学院に在学し、同

年４月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（平成３０年度九大規則第１０８号） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、平成３１年４月１日に本法科

大学院に入学する者から適用し、平成３１年３月３１日に本法科大学院に在学し、同

年４月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。 

   附 則（令和元年度九大規則第５８号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、令和２年４月１日に本法科大学

院に入学する者から適用し、令和２年３月３１日に本法科大学院に在学し、同年４月１

日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。  
   附 則（令和２年度九大規則第９８号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。  
２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、令和３年４月１日に本法科大

学院に入学する者から適用し、令和３年３月３１日に本法科大学院に在学し、同年４

月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。  
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   附 則（令和３年度九大規則第９９号）  
１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。  
２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、令和４年４月１日に本法科大

学院に入学する者から適用し、令和４年３月３１日に本法科大学院に在学し、同年４

月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。  
附 則（令和４年度九大規則第６１号）  

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。  
２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、令和５年４月１日に本法科大

学院に入学する者から適用し、令和５年３月３１日に本法科大学院に在学し、同年４

月１日以降も引き続き在学する者については、なお従前の例による。  
附 則（令和５年度九大規則第６４号） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の九州大学法科大学院規則は、令和６年３月３１日に本法科

大学院に在学し、同年４月１日以降も引き続き本法科大学院に在学する者にも適用す

る。 
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別表第１（授業科目及び単位数） 

 実務法学専攻 

授 業 科 目            単位数 

法律基本科目群  
（基礎科目）  

基礎憲法Ⅰ  
基礎憲法Ⅱ  
基礎行政法  
基礎民法Ⅰ  
基礎民法Ⅱ  
基礎民法Ⅲ  
基礎民法Ⅳ  
基礎民事訴訟法Ⅰ  
基礎民事訴訟法Ⅱ  
基礎商法Ⅰ  
基礎商法Ⅱ  
基礎刑法Ⅰ  
基礎刑法Ⅱ  
基礎刑事訴訟法Ⅰ  
基礎刑事訴訟法Ⅱ  
家族法  

（応用科目）  
応用憲法Ⅰ  
応用憲法Ⅱ  
応用行政法Ⅰ  
応用行政法Ⅱ  
応用民法Ⅰ  
応用民法Ⅱ  
応用民法Ⅲ  
応用民事訴訟法  
応用商法Ⅰ  
応用商法Ⅱ  
応用刑法Ⅰ  
応用刑法Ⅱ  
応用刑事訴訟法  
公法総合演習  
民事法総合演習  
刑事法総合演習 

 

 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 
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法律実務基礎科目群 

（必修科目） 

民事裁判実務 

刑事訴訟実務 

法曹倫理 

模擬裁判 

実務総合演習Ⅰ 

実務総合演習Ⅱ 

（選択必修科目）  
ロイヤリング・法交渉 

リーガル・クリニック 

 エクスターンシップⅠ 

 エクスターンシップⅡ 

要件事実論 

 
 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

１単位 

１単位 

 
２単位  
２単位 

１単位 

１単位 

２単位 

基礎法学・隣接科目群 

現代法哲学 

歴史と法 

法と政治 

行政学 

紛争解決の心理学 

法社会学 

外国法 

外国語文献講読Ⅰ 

外国語文献講読Ⅱ 

 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位  
２単位 

２単位 

２単位  
２単位  
２単位 

展開・先端科目群  
（Ⅰ群 ※司法試験選択科目） 

倒産法 

倒産法実務  
税財政と法  
経済法  
知的財産と法 

知的財産紛争処理 

労働と法  
労働紛争処理  
労働法実務  
環境法 

国際法  
国際私法Ⅰ  
国際私法Ⅱ  
（Ⅱ群）  
社会保障法  
民事執行法・民事保全法 

少年法 

刑事処遇論 

 

 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

 
２単位 

２単位 

２単位 

２単位 
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契約実務 

ジェンダーと法 

紛争管理と調停技法Ⅰ 

紛争管理と調停技法Ⅱ 

インターネットと法 

国際弁護士実務 

自治体法務 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位 

２単位  
２単位 

 

別表第２（履修科目の登録の上限） 

１年次 ２年次 ３年次 
       
       
       
       
       
       
       
       
 

３８単位 ３６単位 ４０単位 

法学既修者の１年次における上限は、

３６単位、２年次における上限は、４０

単位とする 

 

別表第３（進級制） 

２年次への進級 取得単位 ３２単位以上 
   
   
   
   
   
   
   
   

３年次への進級 取得単位 ６０単位以上 

法学既修者は、次年次への進級は取得単位

２８単位以上とする。 

 


